
委託契約書（案） 

１ 委託業務の名称  大分県立工科短期大学校設備監視業務委託 

 

２ 履 行 期 間  自  令和８年７月１日   

至  令和１１年６月３０日 

 

３ 委 託 金 額  ￥ ○○，○○○，○○○－ 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ○○○，○○○－） 

（内訳） 

令和８年度 ￥          －（月額      －） 

令和９年度 ￥          －（月額      －） 

令和１０年度 ￥          －（月額      －） 

令和１１年度 ￥          －（月額      －） 

 

４ 契 約 保 証 金   

 

 上記業務の委託について、委託者 大分県立工科短期大学校 校長 吉田 和彦を甲と

し、受託者        を乙とし、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 乙は、別添の仕様書に基づき頭書の委託金額（以下「委託金額」という。）をも

って、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委

託業務」という。）を信義に従って誠実に履行しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明示されていないものがある場合は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（業務の内容） 

第２条 契約の対象となる業務の内容は、次のとおりとする。 

（１）大分県立工科短期大学校の電気設備の監視業務 

（２）大分県立工科短期大学校の給排水設備の監視業務 

（３）大分県立工科短期大学校の空調設備の簡業務 



（４）その他、設備監視の軽度の不具合発生時の処置 

 

（業務の実施） 

第３条 乙は、業務の実施に当たり、別添「仕様書」及び甲の指示に従い、善良なる管理

者の注意義務をもって業務を実施しなければならない。 

  

（権利義務の譲渡等） 

第４条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の承諾を得た場合 

を除き、第三者に譲渡し又は継承させてはならない。 

 

（再委託の禁止等） 

第５条 受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、事前に甲と協議し、

書面により甲の承認を得たときはこの限りでない。 

２ 前項の主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術

的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置づけられる業務をいうものとす

る。 

３ 乙は、業務の一部（主たる部分を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようと

するときは（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、

再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に

提出し、承認を得なければならない。 

  なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

４ 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、資料整理、計算処理、消耗品購入

等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 

５ 第３項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 

６ 乙が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為につ

いては、その責任を乙が負うものとする。 

７ 第１項ただし書きの場合、乙は、自らの責任で再委託先（会社法（平成１７年法律第

８６号）第２条第１項第３号の子会社を含む。）に本契約に基づく一切の義務を遵守さ

せることを条件として、甲の機密情報又は個人情報を再委託先に提供し、これを利用さ



せることができるものとする。     

８ 前７項の規定は、甲の承認を得て再々委託（再委託の相手方が更に再委託を行うなど

複数の段階で再委託が行われることをいう。）する場合について準用する。 

 

（業務従事者） 

第６条 乙は、業務実施にあたり、業務従事者を書面をもってその氏名を通知しなければ

ならない。また、業務従事者に変更があったときは書面をもって速やかに報告しなけれ

ばならない。 

  

（委託業務の調査等） 

第７条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、調査し、又 

は報告を求めることができる。 

  乙は、建物及び施設等に損傷又は不良箇所を発見したときは、速やかに甲に報告しな

ければならない。 

 

（費用の負担） 

第８条 乙が業務の実施のため必要とする資材、機器等は乙の負担とする。 

２ 乙は、必要と認められる場合は、あらかじめ甲の承諾を得たうえで、甲の所有する工

具等を使用することができる。 

３ 甲は、乙が業務の実施のため必要とする施設、用水及び光熱等のうち仕様書に定める

ものを無償で提供する。 

  

（業務内容の変更等） 

第９条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止

し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更

する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければな

らない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 



（期間の延長） 

第１０条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間までに委託業務

を完了できないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求め

ることができる。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があると認めた

ときは、履行期間を延長するものとする。 

  

（損害の負担）  

第１１条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、乙

の負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合におい

ては、この限りではない。 

 

（履行遅滞の場合における賠償金）   

第１２条 甲は、乙が、履行期間内に委託業務を完了することができない場合は委託金額

につき、遅延日数に応じ年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を徴収す

るものとする。 

２ 前項の遅延賠償金は、甲の乙に対する債務と相殺することができる。 

３ 甲の責めに帰する理由により、第１７条第２項の委託金額の支払が遅れた場合には、

乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ年３．０パーセントの割合で、甲に対して遅

延利息の支払を請求することができるものとする。 

 

（義務違反の場合における損害賠償） 

第１３条 乙は、第１８条第５号の場合のほか、自らが本契約に定める義務に違反し甲又

は第三者に損害を発生させた場合、甲の算定に基づき当該損害を補償又は賠償する責任

を負担するものとする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が甲に対し賠償すべき額について、乙が協議の申し入れをした 

 場合には、これに応じ、乙の義務違反の程度、損害発生の態様及びその他の事情を考慮 

 し、賠償額の減額について協議を行うものとする。 

 

 



（機密の保持） 

第１４条 乙は、この契約の履行上知り得た甲の業務上の秘密を他に洩らし、又は他の目

的に使用してはならない。この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。 

 

（契約不適合責任） 

第１５条 乙が第１６条により委託業務が完了した後、業務の実施結果が仕様書等に適合

していないと認められる場合（以下「契約不適合」という。）は、甲は乙に、相当の期

間を定めて契約不適合の修補の請求をすることができる。 

２ 契約不適合について、修補が不能な場合又は修補を甲の定めた期間内に乙が完了する

ことができなかった場合、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。ただし、

その契約不適合により契約の目的が達成されない場合は、契約を解除することができる。 

３ 契約不適合があった場合は、甲は乙に、損害の賠償を請求することができる。ただし、

契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することが

できない理由により発生したときは、甲は乙に対して損害賠償の請求をすることができ

ない。 

４ 甲は、甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じた不適合を理由として、

履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることがで

きない。ただし、乙がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかったと

きは、この限りではない。 

５ 甲が契約不適合を知ったときから１年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、

契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び

契約の解除をすることができない。ただし、乙が契約不適合について引き渡しの時に知

り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。 

 

（業務報告） 

第１６条 乙は、日常的業務については業務の当日に実施結果を甲に書面により報告し、

監督員の確認を受けなければならない。 

２ 乙は、毎月の業務報告を書面（様式任意）により翌月１０日までに甲に報告し、検査

を受けなければならない。 

 



（委託金額の支払） 

第１７条 乙は、前条の規定による報告に基づく甲の確認を受けたのち、翌月の１０日ま

でに請求書を甲に提出するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、適法な請求を受けた日から起算して３０日以内に 

委託金額を支払わなければならない。 

 

（契約の解除） 

第１８条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。こ

の場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。    

（１）履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき、または、履行期間経

過後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。 

（２）乙に誠意がなく、完全に業務が完了する見込みがないと認められたとき。 

（３）契約の履行に関し、不正の行為があると認められたとき。 

（４）乙が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同

条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

と認められたとき。 

（５）本業務を処理するために乙が取り扱う機密情報・個人情報について、乙の責に帰

すべき理由による機密情報・個人情報の漏えい等があったとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、本業務の目的を達成することがで

きないと認められるとき。 

 

（違約金）  

第１９条 前条各号の規定又は第１６条第２項の規定により甲が契約を解除したときは、

乙は委託金額の１０分の１を違約金として甲の指定する期日までに納付しなければなら

ない。ただし、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責め

に帰することができない理由により契約を解除した場合は、この限りではない。 

  

（賃金の変動に基づく契約金額の変更） 

第２０条 履行期間中において、日本国内における賃金水準に予期し得ない急激な変動が



生じ、その結果契約金額が著しく不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、契

約金額の変更について書面により協議を申し入れることができる。 

２ 前項に基づく申し入れを行うことができるのは、次の各号の要件を満たす場合に限る。 

（１） 協議申し入れ時点において、本契約の履行期間が 2ヶ月以上残存していること。 

（２） 当該変更額が、変更前契約金額（契約金額から既履行部分に対応する金額を控除

した額をいう。）と変動後契約金額（変動後の賃金水準を基礎として算出した変

動前契約金額に相応する額をいう。）との差額のうち、変動前契約金額の１００

０分の１０を超える額であること。 

３ 前項に基づく申し入れを行った甲又は乙は、算定根拠資料を添付した変更請求書類を

相手方に提出し、甲乙協議を行うものとする。 

４ 前項の協議を行った場合、甲は協議の結果を書面により乙に通知しなければならない。 

この場合において、乙が当該通知を受領した日から１４日以内に書面により異議を述べ 

なかったときは、乙は当該決定に同意したものとみなす。 

 

（特約事項） 

第２１条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に

よる長期継続契約であるため、契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において歳入

歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

 

（契約外の事項） 

第２２条 この契約に定めのない事項又は契約について疑義が生じた事項については、必 

要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自１通を保持する。 

 

 

 

 

 

 



 

令和８年  月  日 

                                     

甲   大分県中津市東浜４０７－２７ 

大分県立工科短期大学校 

                    校長 吉田 和彦 

                                         

                               乙      住 所    

                                       商号又は名称    

                                       代表者氏名    

 

 

 


